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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
二
十
七
号

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
七
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
飛
行
制
限
区
域

を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
五
月
六
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

飛
行
制
限
区
域
を
定
め
る
告
示

１

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
上
空
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
航

空
機
の
飛
行
を
禁
止
す
る
。

区

域

期

間

航

空

機

大
通
公
園
（
北
緯
四
十
三
度
三
分
三
十
七

令
和
三
年
八
月
五
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で

次
に
掲
げ
る
飛
行
を

秒
東
経
百
四
十
一
度
二
十
一
分
七
秒
）
を

の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関
し
危
険
を

行
う
航
空
機
以
外
の

中
心
と
す
る
半
径
一
・
六
海
里
の
円
内
の

生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、
国
土
交
通

航
空
機

区
域

大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

一

海
上
保
安
庁
の

使
用
す
る
航
空
機
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札
幌
ド
ー
ム
（
北
緯
四
十
三
度
五
十
四
秒

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
二
十

に
よ
る
警
備
を
任

東
経
百
四
十
一
度
二
十
四
分
三
十
五
秒
）

八
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

務
と
す
る
飛
行

を
中
心
と
す
る
半
径
一
・
六
海
里
の
円
内

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

二

自
衛
隊
の
使
用

の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

す
る
航
空
機
に
よ

る
警
戒
監
視
等
を

任
務
と
す
る
飛
行

宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
（
北
緯
三
十
八
度
二
十

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
三
十

三

都
道
府
県
警
察

分
八
秒
東
経
百
四
十
度
五
十
七
分
二
秒
）

一
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

の
使
用
す
る
航
空

を
中
心
と
す
る
半
径
一
・
六
海
里
の
円
内

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

機
に
よ
る
警
備
を

の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

任
務
と
す
る
飛
行

四

気
象
状
況
、
交

県
営
あ
づ
ま
球
場
（
北
緯
三
十
七
度
四
十

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
二
十

通
状
況
、
離
着
陸

三
分
十
六
秒
東
経
百
四
十
度
二
十
一
分
四

九
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

を
行
う
空
港
等
を

十
九
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
一
・
六
海

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

踏
ま
え
、
航
空
交

里
の
円
内
の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

通
管
制
機
関
か
ら

飛
行
制
限
区
域
を
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茨
城
県
立
カ
シ
マ
サ
ッ
カ
ー
ス
タ
ジ
ア
ム

令
和
三
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八
月

飛
行
す
る
こ
と
を

（
北
緯
三
十
五
度
五
十
九
分
三
十
一
秒
東

五
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

指
示
又
は
承
認
さ

経
百
四
十
度
三
十
八
分
二
十
五
秒
）
を
中

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

れ
た
飛
行

心
と
す
る
半
径
一
・
六
海
里
の
円
内
の
区

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

域埼
玉
ス
タ
ジ
ア
ム
二
〇
〇
二
（
北
緯
三
十

令
和
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月

五
度
五
十
四
分
十
一
秒
東
経
百
三
十
九
度

七
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

四
十
三
分
三
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
一

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

・
六
海
里
の
円
内
の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

霞
ヶ
関
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部
（
北
緯
三
十

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
八
月

五
度
五
十
四
分
五
秒
東
経
百
三
十
九
度
二

七
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

十
四
分
十
六
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
一

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

・
六
海
里
の
円
内
の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
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さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
（
北
緯
三

令
和
三
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月

十
五
度
五
十
三
分
四
十
二
秒
東
経
百
三
十

八
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

九
度
三
十
七
分
五
十
一
秒
）
を
中
心
と
す

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

る
半
径
一
・
六
海
里
の
円
内
の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

陸
上
自
衛
隊
朝
霞
訓
練
場
（
北
緯
三
十
五

令
和
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月

度
四
十
六
分
五
十
一
秒
東
経
百
三
十
九
度

三
日
ま
で
及
び
同
月
三
十
日
か
ら
同
年
九

三
十
五
分
九
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
一

月
五
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に

・
六
海
里
の
円
内
の
区
域

関
し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て

、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

日
本
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
北
緯

令
和
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月

三
十
五
度
三
十
八
分
五
十
三
秒
東
経
百
四

七
日
ま
で
及
び
同
月
二
十
五
日
か
ら
同
年

十
度
二
分
四
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
一

九
月
五
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行

・
六
海
里
の
円
内
の
区
域

に
関
し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し

て
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
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一
宮
海
岸
（
北
緯
三
十
五
度
二
十
分
九
秒

令
和
三
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月

東
経
百
四
十
度
二
十
三
分
四
十
一
秒
）
を

一
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

中
心
と
す
る
半
径
一
・
六
海
里
の
円
内
の

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

北
緯
三
十
五
度
四
十
四
分
三
十
九
秒
東
経

令
和
三
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
八
月

百
三
十
九
度
四
十
九
分
二
十
六
秒
の
地
点

八
日
ま
で
及
び
同
月
二
十
五
日
か
ら
同
年

、
北
緯
三
十
五
度
四
十
二
分
二
十
秒
東
経

九
月
五
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行

百
三
十
九
度
三
十
八
分
五
十
九
秒
の
地
点

に
関
し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し

、
北
緯
三
十
五
度
三
十
三
分
十
九
秒
東
経

て
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

百
三
十
九
度
四
十
一
分
四
十
五
秒
の
地
点

、
北
緯
三
十
五
度
三
十
一
分
五
秒
東
経
百

三
十
九
度
四
十
七
分
二
十
六
秒
の
地
点
、

北
緯
三
十
五
度
三
十
九
分
十
八
秒
東
経
百

三
十
九
度
五
十
四
分
三
十
一
秒
の
地
点
及
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び
北
緯
三
十
五
度
四
十
四
分
三
十
九
秒
東

経
百
三
十
九
度
四
十
九
分
二
十
六
秒
の
地

点
を
順
次
に
結
ぶ
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

る
区
域

国
立
競
技
場
（
北
緯
三
十
五
度
四
十
分
四

令
和
三
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
同
月
二
十

十
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
二
分
五
十
二

四
日
ま
で
、
同
年
八
月
八
日
か
ら
同
月
九

秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
二
十
五
海
里
の

日
ま
で
、
同
月
二
十
四
日
か
ら
同
月
二
十

円
内
の
区
域

五
日
ま
で
及
び
同
年
九
月
五
日
か
ら
同
月

六
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

武
蔵
野
の
森
公
園
（
北
緯
三
十
五
度
四
十

令
和
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
月
二
十

分
三
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
三
十
一
分

五
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

二
十
四
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
一
・
六

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、
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海
里
の
円
内
の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

武
蔵
野
の
森
総
合
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
（
北

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
八
月

緯
三
十
五
度
三
十
九
分
五
十
六
秒
東
経
百

七
日
ま
で
及
び
同
月
二
十
五
日
か
ら
同
月

三
十
九
度
三
十
一
分
二
十
九
秒
）
を
中
心

二
十
九
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行

と
す
る
半
径
一
・
六
海
里
の
円
内
の
区
域

に
関
し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し

て
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

日
本
中
央
競
馬
会
馬
事
公
苑
（
北
緯
三
十

令
和
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月

五
度
三
十
八
分
十
二
秒
東
経
百
三
十
九
度

七
日
ま
で
及
び
同
月
二
十
六
日
か
ら
同
月

三
十
七
分
五
十
九
秒
）
を
中
心
と
す
る
半

三
十
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に

径
一
・
六
海
里
の
円
内
の
区
域

関
し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て

、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

横
浜
国
際
総
合
競
技
場
（
北
緯
三
十
五
度

令
和
三
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八
月

三
十
分
三
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
三
十

八
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関
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六
分
二
十
三
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
一

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

・
六
海
里
の
円
内
の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

横
浜
ス
タ
ジ
ア
ム
（
北
緯
三
十
五
度
二
十

令
和
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月

六
分
三
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
三
十
八

八
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

分
二
十
四
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
一
・

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

六
海
里
の
円
内
の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

江
の
島
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
（
北
緯
三
十
五

令
和
三
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月

度
十
七
分
五
十
九
秒
東
経
百
三
十
九
度
二

五
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行
に
関

十
九
分
一
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径
一
・

し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

六
海
里
の
円
内
の
区
域

国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

富
士
ス
ピ
ー
ド
ウ
ェ
イ
（
北
緯
三
十
五
度

令
和
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
月
二
十

二
十
二
分
二
十
一
秒
東
経
百
三
十
八
度
五

八
日
ま
で
及
び
同
年
八
月
三
十
一
日
か
ら

十
五
分
三
十
八
秒
）
を
中
心
と
す
る
半
径

同
年
九
月
三
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の



- 9 -

一
・
六
海
里
の
円
内
の
区
域

飛
行
に
関
し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考

慮
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る

期
間

伊
豆
ベ
ロ
ド
ロ
ー
ム
（
北
緯
三
十
五
度
四

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
八
月

十
一
秒
東
経
百
三
十
九
度
五
十
五
秒
）
を

八
日
ま
で
及
び
同
月
二
十
五
日
か
ら
同
月

中
心
と
す
る
半
径
一
・
六
海
里
の
円
内
の

二
十
八
日
ま
で
の
間
で
、
航
空
機
の
飛
行

区
域

に
関
し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
を
考
慮
し

て
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
表
の
中
欄
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
航
空
情
報
に
よ
り
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


